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概　要

・ 　 令和2年度の実地監査は、2回の新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言の影響があり、53会員（前年度101会員

 ：内訳：一般監査40会員、特別監査13会員）に実施しました。

   業態別では消費者向けが31会員（構成比58.5％）、事業者向けが22会員（同41.5％）でした。

・    監査の結果、指摘があった会員は18会員（前年度26会員）で、その割合は34.0%（同25.7%）でした。  

   指摘件数の合計は29件（同56件）で、実施した1会員当たりの指摘件数は0.5件（同0.6件）、指摘があった１

会員あたりの指摘件数は1.6件（同2.2件）でした。 

・ 　 指摘事項は、「契約締結前・契約締結時書面関係（貸金業法第１６条の２及び第１７条）」及び「利息、保証料

に係る制限等（同12条の8）」が多く、指導事項では、「ホームページの記載事項」、「反社会的勢力に対する態勢

整備」及び「社内規則」に関するものが多く見受けられました。

監査結果

40会員 小計

13会員 小計

＊

             
＊｢法令等違反事項｣と｢改善事項｣の両項目を指摘した会員がある場合は、合計数は一致しない。

・｢改善事項｣とは、①｢法令・諸規則等｣に抵触していると認められるもののうち、軽微な不備で、監査期間中に改善が完了したことを確認した事案、

   及び監査期間中に改善に着手しており自主的な改善完了が期待できる事案。②｢法令・諸規則等｣で明示されている違反行為に類似した行為と判断

  した事案。

・｢指導事項｣とは、①現行法令等に照らし改善を要すると認められる事案。②抵触している｢法令・諸規則等｣の該当条文が努力義務規定の事案。

・｢その他法令｣とは、貸金業法・自主規制基本規則以外で貸金業務に適用される法令で、犯罪による収益の移転防止に関する法律、出資法等である。
   

　

会員

実 施 し た １ 会 員 当 た り
の 指 摘 件 数

（Ｃ/Ａ) 0.5 件 0.1 件

《　参　考　》実地監査結果推移

指 摘 有 の 会 員 数 (Ｄ) 18 会員 5 会員 13 会員 46

＊監査実施先のうち１会員については、監査継続中のため指摘件数等には含まれていない。

1

1.7 件 3.3 件

0.4 件 2.8 件

指 摘 有 の １ 会 員 当 た り
の 指 摘 件 数

（Ｃ/Ｄ) 1.6 件 1.4 件

そ の 他 法 令

件 14 件

合計 指 摘 件 数 (Ｃ) 29 件 7 件

指 摘 件 数 6 件 0 件 6

22 件 151 件

137 件

特
別
監
査

貸 金 業 法 6 件 0 件 6

0 件 0 件 0 件

件

自 主 規 制 関 連 0 件 0 件 0 件

そ の 他 法 令 1 0 件 1 件

指 摘 件 数 23 件 7 件 16 件

（２）指摘件数等

区分 指 摘 項 目 指 摘 事 項 指 導 事 項法 令 等
違 反 事 項

改 善 事 項

一
般
監
査

貸 金 業 法 22 件 7 件 15 件

件

自 主 規 制 関 連 0 件 0 件 0 件

Ⅰ　実地監査結果について

１．

２．

（１）実施会員数等

実 施 会 員 数 (Ａ) 53 会 員 指摘有会員の
発生率
(Ｂ/Ａ)

34.0%
指 摘 有 の 会 員 数 (Ｂ) 18 会 員

実施年度（和暦） H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

実施会員数 （A) 84 102 105 123 119 131 119 101 101 53

指摘有会員数（会員） （B) 19 39 43 48 53 72 36 33 26 18

指摘有会員の割合 （B/A) 22.6% 38.2% 41.0% 39.0% 44.5% 55.0% 30.3% 32.7% 25.7% 34.0%

指摘件数（件） （C) 57 103 85 88 117 140 64 58 56 29

実施した1会員あたり指摘件数（件） （C/A) 0.7 1.0 0.8 0.7 1.0 1.1 0.5 0.6 0.6 0.5

指摘有1会員あたりの指摘件数（件） （C/B) 3.0 2.6 2.0 1.8 2.2 1.9 1.8 1.8 2.2 1.6

監査結果
（1）

監査結果
（2）



指摘事項の内容（法令等違反事項　及び　改善事項）　《3か年比較》

貸　金　　：貸金業法

自　主　　：貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則

犯　収　　：犯罪による収益の移転防止に関する法律

18 40

2

総 計 (Ａ+Ｂ+Ｃ) 7 22 17 39

― ―

そ の 他 法 令 計 (Ｃ) ― 1 ― 1 ― ―

犯収６条 取引時確認の記録漏れ ― 1 ― 1

― ―

自 主 規 制 基 本 規 則 計 (Ｂ) ― ― 1 1 2 2

自主３２条 返済能力の確認 ― ― ― 1

2 1

自主３１条 法人であることの確認 ― ― ― ― ― 1

自主１１条 社内態勢整備 ― ― 1 ―

― ―

貸 金 業 法 計 (Ａ) 7 21 16 37 16 38

貸金４１条の３６
指定信用情報機関への個人信用情報の
提供等に係る同意の取得等 ― ― 1 ―

― 1

貸金４１条の３５ 個人信用情報の提供 ― ― ― ― 1 ―

貸金２４条の６の２ 開始等の届出 ― ― ― ―

― ―

貸金２４条 債権譲渡等の規制 ― ― ― ― ― 1

貸金２３条 標識の掲示 ― ― ― 1

― 1

貸金２２条 債権証書の返還 ― ― ― 1 1 ―

貸金２１条 取立て行為の規制 ― 1 ― 3

― 3

貸金２０条 特定公正証書に係る制限 ― 1 ― ― ― ―

貸金１９条 帳簿の備付け ― ― ― 2

6 20

貸金１８条 受取証書の交付 ― 1 ― 3 ― 2

貸金１７条 契約締結時書面の交付 2 9 3 16

― 1

貸金１６条の２ 契約締結前書面の交付 2 3 6 8 4 6

貸金１６条 誇大広告の禁止等 ― ― ― ―

3 ―

貸金１３条の２ 過剰貸付け等の禁止 ― ― 2 ― ― 3

貸金１３条 返済能力の調査 1 ― 4 ―

貸金１２条の８ 利息、保証料等に係る制限等 1 5 ― 2 1 ―

貸金１２条の４ 証明書の携帯等 ― ― ― 1

貸金８条 変更の届出 1 1 ― ― ― ―

― ―

（3）

法令等 概　　要

令和２年度 令和元年度 平成30年度

法 令 等
違反事項

改善事項
法 令 等
違反事項

改善事項
法 令 等
違反事項

改善事項



指導事項の内容　《3か年比較》

・　犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認記録の記載漏れ。　

・　交渉経過の記録に軽微な不備がある。　

　

3

19.その他

2 19 28
・　催告書面に軽微な不備がある。  等

総 計 151 257 239

17.加入指定信用情報機関の名称の公表 1 1 15

・　加入指定信用情報機関の名称を公表していない。　　

18.従業者証明書 ― 1 1

15.指定紛争解決機関の名称の公表 1 2 4

・　指定紛争解決機関の名称を公表していない。　　

16.貸金業者登録票 1 2 3
・　登録番号の表示に誤りがある。　等

13.借入れの意思の確認 ― 3 ―

14.従業者名簿 2 2 7
・　従業者でなくなった年月日の記載に一部漏れがある。　等　

11.マネロン・テロ資金供与対策
18 5 ―

・　特定事業者作成書面等を作成していない。　等

12.個人情報保護宣言の公表 2 3 8
・　個人情報保護宣言を策定しているが、公表していない。　等

・　業務委託先である代理店の従業員名簿に不備がある。　等

10.個人情報の安全管理措置 5 5 9
・　個人情報の取得に際して、書面等による同意を得ていない。　等

８.内部監査 5 11 6
・　内部監査を実施していない、または実施記録を作成・保存していない。等

９.業務検証
6 7 6・　業務検証を実施していない、または実施記録を作成・保存していない。　

６.研修（周知徹底）　　 14 14 12
・　実施記録を作成・保存していない。　等

７.取引時確認記録

8 12 5

・　外国の重要な公的地位にある者に係る確認を行っていない。　等

・　登録申請書の内容と業務実態が相違している。

５.貸付条件表の掲示内容

2 18 12・　貸付条件表に記載の業務の種類が登録申請書と相違している。

・　担保に関し、保証人についての記載がない。  等

３.社内規則の策定 21 36 18
・　法令改正に伴う社内規則の改訂がされていない。　等　

４.届出事項
15 19 23・　立入検査に係る届出書が提出されていない。

２.反社会的勢力に対する態勢

21 43 43・　反社会的勢力に対する基本方針が公表されていない。

・　反社情報データベースが構築されていない。　

・　特定情報照会サービスを利用しているが、定期照会が未実施である。等

１.ホームページの記載事項

27 54 39
・　貸付条件の表示に不備がある。（担保の要否等法定事項の一部が未表示、

  　不明確・不適切な条件表示　等）

・　指定紛争解決機関の表示がない。

・　協会員番号の表示が協会推奨方式と相違する。　等　

（4）

概　　　　要
 令和
２年度

 令和
元年度

 平成
30年度



３. 管理態勢面、業務運用面等の良い事例

　 以下については、協会員の内部管理態勢等の改善に資するとの観点から、実地監査で収集した良い　

事例を取りまとめたものである。　　

(1)法令等遵守態勢

　・当会員は書類監査報告書の作成に当たり、各設問に係る実際の態勢整備状況や現物の確認を

　　行っており、業務マニュアルの改訂漏れや改善点の発見に繋がっている。

（消費者向住宅向貸金業者　貸金業務従事者30名超）

  ・当会員の業務に占める貸金業務のウェイトは僅かであるが、内部監査の実施に際しては当協会の

　　監査ガイドライン（監査マニュアルの別冊チェックリスト）を参照し、貸金業務に求めれれる内部管理

    態勢の整備状況を検証している。

（リース会社　貸金業務従事者3名）

(2)個人情報の安全管理措置

　　・当会員は業務マニュアルで、個人情報の取得等の制限に関し、機微（センシティブ）情報、個人

　　　番号（マイナンバー）、基礎年金番号等の別に具体的な対応例を示してわかりやすく説明している。

（消費者向住宅向貸金業者　貸金業務従事者30名超）

(3)貸付審査態勢

　 ・当会員は返済能力調査に関し、チェックリストを用いて収入証明書等の取得書類及び信用情報

　　 について複数名で確認、検証を実施している。

    (消費者向無担保貸金業者　貸金業務従事者５名未満）

(4)効果的な研修

　　・当会員は借入申込書の受理、契約内容の説明、関係書類の取り次ぎや各種確認等の業務を外部

　　　に委託し、当該委託先を代理店として登録しているが、当該代理店の貸金業務従事者に対する

　　　教育・指導に社内イントラネットを活用した学習システムを導入している。

　 　 なお、当該学習システムは、全社員を対象に毎営業日に一問出題し、回答結果を分析して個人

　　　指導等に反映させるもので、設問は情報セキュリティ、個人情報保護法、商品知識、契約手順等

　　　のテーマ毎に複数作成し、定期的に見直しを行っている。

　

　

　　（消費者向住宅向貸金業者　貸金業務従事者100名超）

4



※発出協会員・・・貸金業者登録満了日が令和3年4月1日から翌年3月31日に到来する協会員

％

％ （内訳　廃業3件退会1件）

％

※監査通知発送日　令和3年1月15日（提出締切　令和3年2月15日）

％

％

％

％

％

％ （自主提出　2社要望無）

　態勢整備を確認する個別監査報告書を策定し、実施しました。

・指摘事項については、当該協会員に架電等により改善指導を実施し、改善ができています。

5

件 0 件 7 件

・新たに協会に加入した30協会員に対し、新規加入業者向けに法令等及び自主規制基本規則等の基本的な

指摘件数 2 件 5 件 0

0 社 0 社 4 社

件 12 件 30 件5

指摘有協会員 2 社 2 社

実施件数 8 件 5 件

・指摘事項は、点検対象とした社内規則が最新の関係法令等の改正に未対応、又は対応不十分となります。

・不適格な社内規則は、当該協会員に架電及び郵送等により改善指導を完了しています。

（２）個別書類監査

6月発出 8月発出 10月発出 2月発出 計

適格 196 協会員 72.1

合計 272 協会員 100.0

・主な指摘事項は、「取引時確認方法」の理解不足、反社会的勢力に関するデータの未整備となります。

   ロ.社内規則

評　価 会員数 割合

不適格 76 協会員 27.9

指摘事項のない協会員 265 協会員 96.7 -

合計 274 協会員 100.0 -

評　価 会員数 構成比 指摘件数

指摘事項のある協会員 9 協会員 3.3 14 件

　③点検結果（自主提出を含む）

    イ.定期書類監査報告書

提出数 278 協会員 98.6

(廃業等） ▲ 4 協会員 1.4

合計

会員数 270 協会員 8 協会員

合計 274 協会員 100.0

    　実施しました。

    ・   また、新たに協会加入した協会員を対象に協会員の業務の適正な運営を確保するため、個別に書類監査

を概ね６ヵ月経過した協会員に実施しました。

２. 監査結果
 (1) 定期書類監査

Ⅱ　書類監査結果について

１. 概  要
    ・   令和2年4月1日付で公表した「令和2年度監査計画について」に基づき、令和3年1月15日から定期書類監査

　  　を実施しました。

    ・   令和2年度については、前年度に引き続き令和4年度に貸金業者登録有効期間の満了日を迎える協会員

　  　を対象（１会員あたり3年に1回の頻度）に定期書類監査を実施し、併せて、新たに社内規則の点検を追加し

278 協会員

　②監査報告書・社内規則提出状況（自主提出を含む）

提　出　状　況 会　員　数 構成比

　①監査対象協会員

協会員区分 発出協会員 自主提出協会員



 貸金12条の4  従業者証明書の要件

 貸金41条の37  加入指定信用情報機関の商号等の公表

 監Ⅱ-１(1)④ 「反社会的勢力に対する基本方針」の公表

 監Ⅱ-2-6(1)②イ  反社会的勢力に関するデータベースの構築

 監Ⅱ-11 「経営者保証に関するガイドライン」にかかる説明

 監Ⅱ-2-17  帳簿の記載事項の要件

 金融分野G第18条1項 「個人情報保護宣言」の公表

 自主11条  社内規則等の改正対応

犯収法規則６条 取引時確認（郵送取引時）

犯収法規則６条 取引時確認（新方式の理解不足）

※ 貸金　：貸金業法 金融分野G：金融分野における個人情報保護に関するガイドライン

規則　：貸金業法施行規則 自主　　　　：貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則

監　　 ：貸金業者向けの総合的な監督指針 犯収法　   ：犯罪による収益の移転防止に関する法律

個人情報保護法 ：個人情報の保護に関する法律

　<ご参考>   主な指摘事項にかかる点検内容

　

　

　

　

　

　

6

  当社（特定事業者）に代わり本人限定郵便等で本人特定事項を確認す
る場合、「写真付き本人確認書類」の掲示を受ける必要があることを認識し
ていますか。

1.認識している。

2.認識していない。

点検59 取引時確認の本人確認書類①

  取引時確認の本人確認書類として「氏名、住所及び生年月日の情報が
記録されている半導体集積回路（ICチップ）が組み込まれたもの」が利用
できることを認識していますか。

1.認識している。

2.認識していない。

定期書類監査 個別書類監査

1

5 1

個人情報保護法２条

点検60 取引時確認の本人確認書類②

計 21

点検25 　反社会的勢力による被害の防止

  反社会的勢力に関する情報を一元的に管理したデータベースを構築し
ていますか。

1.構築している

2.認識していない。

個人情報の定義（個人識別符号の理解不足） 1

                                    その他法令計 7 1

そ
の
他
法
令

自
主

定期書類監査

2

                                   自主規制基本規則計 2

1

1

1

1

1

1

3 2

5 6

 (3) 指摘内容

法令等
指摘の概要

令和2年度

指摘件数

定期書類監査 個別書類監査

                                   貸金業法計

貸
金
業
法
等



書類監査は、協会員自身による内部管理態勢の整備・充実を補強することを主な目的として継続実施してい

　ますが、将来の書類監査の方向性を確認させていただくため、アンケートを実施しました。

　 アンケートについては、書類監査（令和2年度）を受けた274協会員からの回答となります。

<問1>　書類監査の実施について、回答ください。　【いずれか１つに○】 （単位：件）

<問2>　書類監査の実施時期の希望について、回答ください。　【いずれか１つに○】 （単位：件）

<問3>　書類監査の実施頻度の希望について、回答ください。　【いずれか１つに○】 （単位：件）

<問4>　書類監査の設問のボリューム（量）について、回答ください。　【いずれか１つに○】 （単位：件）

<問5>　書類監査のクオリティ（質）について、回答ください。　【いずれか１つに○】 （単位：件）

<問6>　書類監査の範囲について、回答ください。　【当てはまるもの全てに○】 （単位：件）

96.7% 1.1% 0.0% 2.2%

<アンケート結果の概要>
●　<問１>　書類監査の継続実施では、「現行のままで継続を希望」が70.8%(前回74.5%）と最も多く、次に「中止・廃止を
                希望」が14.2%となりましたが、書類監査の継続実施を77.7%(前回84.9%）が希望している結果となった。
●　<問2>　書類監査の実施時期では、「現行の時期」が65.0%（前回66.7%）となり、次いで「協会員の希望する時期」が
                17.5%（前回17.1%）となり、協会員の事業内容、事業規模等により実施時期を検討する結果となった。
●　<問3>　書類監査の実施頻度は、「3年毎に1回（現行）」が83.9％と前回同様に最も多く希望する結果となった。
●　<問4>　書類監査の設問数は、「適切」が72.6%（前回75.0%）と最も多く、「多い」が21.5%の結果となった。
●　<問5>　書類監査のクオリティ（質）は、「満足」が55.1%（前回75.3％）、「普通」が38.0%(前回15.8％）となり、合わせて
　　　　　　　　93.1%が普通以上 という結果となった。
●　<問6>　書類監査の範囲は、「現行の範囲まま（報告書のみ）」が96.7%（前回95.6%）の結果となった。
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①現行の範囲のまま ②社内規則等の点検を追加 ③法定書面の点検を追加 ④その他

265 3 0 6

151 104 3 16

55.1% 38.0% 1.1% 5.8%

72.6% 21.5% 0.4% 5.5%

①満足 ②普通 ③不満 ④どちらでもない

①適切 ②（設問数が）多い ③（設問数が）少ない ④どちらでもない

199 59 1 15

230 4 21 19

83.9% 1.5% 7.7% 6.9%

65.0% 9.1% 8.4% 17.5%

①3年毎に１回（現行） ②毎年実施（頻度を増やす） ③協会員の希望で実施 ④協会の都合で実施でよい

①現行の時期（1月～2月） ②実施時期を変更（7月～8月） ③実施時期を変更（10月～11月） ④協会員の希望する時期

178 25 23 48

194 19 39 22

70.8% 6.9% 14.2% 8.0%

３. 「書類監査に関するアンケート」の結果

①現行のままで継続を希望 ②時期、頻度等を見直し継続 ③中止または廃止を希望 ④どちらでもない



令和３年度監査計画について

 本協会「監査に関する業務規則」第３条の規定により、令和３年度監査計画を下記のとおり作成したので通知します。

記

《監査方針》

 本協会の監査は、監査に当たっての基本原則である「協会員の自主性尊重の原則」、「補強性の原則」及び「効率的・効果的な監
査の実施」に則して実施する。

 協会員との双方向の対話を通じ、問題点等の共有に努め、速やかな改善を求める指導的な監査を基本とするが、重大な法令等
違反に対しては厳正に対処するとともに、再発防止に向けた指導を徹底する。

 監査に際しては、監督当局や消費生活センター等の関係機関と引き続き緊密な連携を図る。

 また、実地監査と書類監査の連携強化により、内部管理態勢の整備状況の実態把握に努めるとともに、コンプライアンス態勢等が
不十分な協会員に対しては、自主規制各部門と連携して指導強化を図る。

 その他、監査の実施手続きや実地監査マニュアルなど、協会の監査に関することは「監査ガイドライン」によるものとする。

１．監査の重点事項

　　本年度の監査は、次の各項目を重点事項として実施する。

(1) 法令等遵守状況

(2) 経営管理機能の発揮状況（第三者への業務委託に係る業務運営上の措置を含む）

(3) 返済能力調査の適切性（若年者に対する貸付けに係る返済能力調査の適切性を含む）

(4) 不動産向け貸付けの審査態勢

(5) 取引時確認等及び疑わしい取引の届出の実施状況

(6) システムリスク管理態勢の整備状況（情報セキュリティ管理態勢を含む）

(7) 法令等違反に係る再発防止策の実効性の検証

２．監査対象協会員等

(1) 実 地 監 査

 　 　 一般監査、特別監査を合わせて１００協会員程度を対象に実施する。なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止
　　に十分配慮したうえで実施する。

(2) 書 類 監 査

 　令和３年度書類監査の対象協会員は、前年度に引き続き、翌年度（令和４年度）に貸金業者登録の満了日を迎え
 る協会員とし、令和３年度下期に行う。

 　また、定期の書類監査のほか、新規加入協会員及び特定の項目について実態把握や点検が必要な協会員に
 ついては、個別の書類監査を実施する。

【参考】
◎令和３年度監査計画に基づく監査項目

  １．　経営管理等

  ２．　法令等遵守態勢（監督行政庁・貸金業協会への届出等を含む）

  ３．　反社会的勢力による被害の防止

  ４．　顧客等に関する情報管理態勢

  ５．　外部委託

  ６．　取引時確認、疑わしい取引の届出

  ７．　相談、苦情及び紛争等の対応態勢

  ８．　貸金業務取扱主任者

  ９．　禁止行為

１０．　利息・保証料等に係る制限等

１１．　契約に係る説明態勢

１２．　過剰貸付けの防止（個人信用情報の提供等を含む）

１３．　広告に関する規制

１４．　書面の交付義務

１５．　取立行為規制

１６．　帳簿の備付け等（証明書の携帯等を含む）

１７．　債権譲渡等

１８．　営業店登録

１９．　過払金支払

２０．　システムリスク管理態勢

２１．　非営利特例対象法人　　　　　　　　　　　　※下線 … 本年度の監査の重点事項に係る監査項目
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参 考



《 お問合せ先 》

〒108-0074　東京都港区高輪３-19-15　二葉高輪ビル

日本貸金業協会　 監査企画部

TEL　０３-５７３９-３０１５　　FAX　０３-５７３９-３０２８

20210713


